
















 

10  入札方法等 

(1)  入札書の提出手段は、各公告による。 

(2)  入札書の提出期間、提出場所等 

ア 提出期間等: 各公告による。 

イ 提出場所: 上記 6に同じ。 

ウ 提出方法  

入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れ 

た封筒の表に「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを 1つの封筒に入 

れて封かんし、封筒の表に工事名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、 

提出する。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示する。 

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10

に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積った契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載する。 

(4) 入札執行回数は、原則として 2回を限度とする。 

 

11  入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金: 免除 

(2) 契約保証金: 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業

会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事

履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は

契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負

代金額の 10分の 1 (落札者が低入札価格調査を受けた者の場合は請負代金額の

10分の 3) 以上とする。 

 

12  工事費内訳明細書の提出 

(1)  第 1回の入札に際し、第 1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事

費内訳明細書を書面により提出しなければならない。 

(2)  工事費内訳明細書の作成方法 

ア 作成例として交付した様式に準じ、あるいは業者任意の様式により、又は交 

付した数量書にある総括表の構成に対応させ、経費項目(直接工事費、共通仮 

設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。なお、材料費及び労 

務費並びに法定福利費（建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負 

担額をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に 

関する法律（平成２８年法律第１１１号）第１０条に規定する建設工事従事者 

の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）及び建設業退職金共済契約（中 

小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）第２条第５項に規定する特 

定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金（以下 



 

「法定福利費等」という。）を明記すること。また、数量書を交付した場合は、  

直接工事費の明細書については、数量書に対応する摘要(土木工事にあっては 

規格・寸法)、数量、単位、単価、金額等を記載したものとする。 

イ 数量書を交付した場合は、数量書記載の数量については、参考数量であるこ

とから変更してもよいものとする。 

ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、 

住所及び代表者氏名 (必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表 

紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。 

 

(3) 工事費内訳明細書の提出方法等 

ア  提出期間: 上記 10 (2) アに同じ。 

イ  提出方法: 上記 10(2)ウを参照。 

ウ  提出場所: 上記 6に同じ。 

 

(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。 

 

(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。 

 

(6) 提出された工事費内訳明細書の確認の結果、別表第 1の各項に該当する場合

は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、

当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。 

 

(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。 

 

(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出

する場合がある。この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行う

ことがある。 

 

(9) 工事費内訳明細書は、参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権

利義務を生じるものではない。 

 

13  開札 

(1) 開札の日時及び場所 

ア 開札日時:各公告による。 

イ 開札場所:各公告による。 

 

(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会

わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に 

 



関係のない職員を立ち会わせて行う。 

 

(3) 1回目の開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効な

ものとして取り扱う。 

 

(4) (3)の 1回目の開札に立ち会わない場合において、再度の入札を行うこととな

ったときは、持参による入札者は再度の入札を辞退したものとして取り扱うもの

とするが、郵送等による入札者については、契約担当官の定めるところによる。 

 

(5) 第 1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 

 

14 入札の無効 

(1) 次に掲げる入札は無効とする。 

 

ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札 

 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 

 

ウ 現場說明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反し

た入札 

 

エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決

定の時点において上記 4に掲げる資格のない者のした入札 

 

(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消

す。 

 

15 落札者の決定方法 

(1) 予決令第 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき

者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な

取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる

ときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価

格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

 

(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が 2人以上ある

ときは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。 

 



(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条の規定に基づいて作成された

基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うの

で、調査に協力しなければならない。 

 ア 入札者は、契約担当官が入札価格の内訳書等の資料等の提出を求めた場合、

必要な資料等を提出しなければならない。 

イ 入札者が、契約担当官が求める資料等を提出しない場合又は提出された資料

等が不十分である場合は、入札者に対し説明を求めることがある。 

ウ 入札者が、契約担当官が求める資料等を提出しない場合及び説明に応じない

場合は、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるものとして

落札者としない場合がある。 

 

16 配置予定監理技術者の確認 

※16(1)は、請負金額が3500万円以上(建築一式7000万円以上) の場合に適用する。 

 

(1) 落札者決定後、配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、

契約を結ばないことがある。 

 

(2) 病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合

の外は、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを

得ず配置技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配

置しなければならない。 

 

17 別に配置を求める技術者 

※17は、請負金額が 3500万円以上(建築一式 7000万円以上)の場合に適用する。 

 

専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を

下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が航空自衛隊第 3

航空団で入札日から過去 2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の

工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(7)に定め

る要件と同一の要件(4 (7) イに掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専

任で 1名現場に配置することとする。 

 

(1) 65点未満の工事成績評定を通知された者。 

 

(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補

又は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直し等は除く。 

 

(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告

若しくは注意の喚起を受けた者。 

 



(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 

 

なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行う

ものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他

必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 

 

18 契約書作成の要否等 

(1) 契約書作成の要否: 各公告による。 

 

(2) 適用する契約条項: 各公告によるほか、航空自衛隊標準契約条項建設工事請負

契約条項、適用契約条項及び暴力団排除に関する特約条項を適用する。 

 

19 支払条件 

履行完了後、完了通知を受け、完成検査において合格とし、適法な請求書を受

けた後、支払を行うものとする。 

 

20 火災保険付保の要否 

要。ただし、契約担当官が認めた場合は、この限りではない。 

 

21 再苦情申立て 

契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は

8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して 7日 (行政機関の休日を除く。)以内に、

書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該

再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 

 

(1) 提出期間: 契約担当官が定める期間 

 

(2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先: 上記 6に

同じ。 

 

22 関連情報を入手するための照会窓口 

6に同じ。 

 

23 その他 

(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨 

限る。 

 

(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約条項を熟読し、入札心得書を遵守する。 

 

(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停



止を行うことがある。 

 

(4) 落札者は 7(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置す

る。 

 

補則 

1 工事契約に係る苦情処理 

苦情及び再苦情の申立て等については、防整施(事)第 148号(28.3.31)により、

行うものとする。 

 

2 低入札価格調査に係る特別重点調査 

低入札価格調査に係る特別重点調査については、工事入札心得書による。 

 

3 数量公開 

数量公開については、工事入札心得書による。 

 

4 入札回数の補足及び不落随契の原則適用除外 

入札回数は、原則として 2回を限度とする。ただし、2回目の入札において落札

者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。 

なお、予決令第 99条の 2の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない。 

 

 

 

 
 






















